
 
 空間容積率から見た包装基準違反商品の判定の流れ 

 

 

 

「３ 過大包装」に具体的に規定しており，その規定に基づき判断する。 

 

 

ア 空間容積20パーセント以上 
イ 包装経費15パーセント以上 
ウ 「あげぞこ」等の方法により実質以上に見せかけ 
エ 二次使用機能偽装 
オ 商品の詰め合わせ，抱き合わせ等により空間容積又は包装経費が必要以上 

 
疑義商品の計測の結果，空間容積が20パーセント以上であれば，アに該当するので，
原則として，過大包装にあたる。 

 

 

 
    認められる           認められない 
 
   個別基準の制定は？ 
 

未制定       制定済（個別基準で判定）  
      
 
 

 
 
   
       ※ ただし，これまで個別基準の制定に至った事例は無い。 

2 適正な包装の基準 

（1）必要以上の過大な包装（以下｢過大包装｣という。）でないこと。

3 過大包装 
(1) 2(1)の過大包装とは，次のいずれかに該当する包装とする。

商品群の特性等により（空間容積が包装容積の 20パーセント以上である）ことにつ
いてやむを得ない事情があると認められるか。 

過大包装にあたる＝基準違反 

過大包装にあたらない 
＝個別基準適合 

過大包装にあたる＝基準違反 
 ただし，取扱い保留状態 
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